
　　　informations for living              くらしの情報
※詳しくは問にお問い合わせください。

税
務
署
か
ら
確
定
申
告
と

控
除
に
関
す
る
お
知
ら
せ

【
①
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
ス
マ
ホ

で
申
告
】

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
所
得
税

の
確
定
申
告
書
を
作
成
し
、
ｅ

‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
が
で
き
ま
す
。

こ
と
し
か
ら
、
給
与
所
得
の
ほ

か
、
年
金
収
入
や
副
業
な
ど
の

雑
所
得
が
あ
る
人
も
利
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◆
ス
マ
ホ
で
e
‐
Ｔ
ａ
ｘ

　

次
の
ど
ち
ら
か
の
方
法
で
、

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
と

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
読
取
機
能
を
搭

載
し
た
ス
マ
ホ
」
を
持
つ
人
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子

証
明
書
を
読
み
取
る
こ
と
で
、

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
か
ら
申
告
で
き
ま
す
。

※
1
月
31
日
㈮
以
降
か
ら
利
用

で
き
ま
す
。

②
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式

　

事
前
に
税
務
署
で
職
員
と
対

面
に
よ
る
本
人
確
認
を
行
っ
た

後
に
発
行
さ
れ
る
「
Ｉ
Ｄ
と
パ

ス
ワ
ー
ド
」
を
使
う
こ
と
で
、

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
か
ら
申
告
で
き
ま
す
。

※
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行

に
は
運
転
免
許
証
な
ど
の
本

人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

【
②
医
療
費
控
除
に
は
「
医
療
費

控
除
の
明
細
書
」
が
必
要
で
す
】

　

平
成
29
年
分
の
申
告
か
ら
、

領
収
書
の
添
付
か
提
示
が
不
要

に
な
り
、「
医
療
費
控
除
の
明
細

書
」
の
作
成
・
添
付
が
必
要
に

な
り
ま
し
た
。

　

医
療
費
な
ど
の
領
収
書
（
医

療
費
通
知
に
係
る
も
の
を
除

く
。）
は
、
後
日
、
提
出
や
提
示

を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
確
定
申
告
期
限
か
ら
５
年

間
は
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ

国
民
年
金
の
加
入

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

日
本
に
住
む
20
歳
か
ら
60
歳

未
満
の
全
て
の
人
は
国
民
年
金
に

加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。（
厚
生
年
金

な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人
は
手
続

き
不
要
）。

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活

保
障
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、

病
気
や
け
が
で
障
が
い
が
残
っ

た
と
き
や
一
家
の
働
き
手
が
亡

く
な
っ
た
と
き
な
ど
、
私
た
ち

自
身
や
私
た
ち
の
家
族
を
守
っ

て
く
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
加
入

の
届
出
や
保
険
料
の
納
め
忘
れ

が
あ
る
と
、
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

学
生
や
収
入
が
少
な
い
た
め

保
険
料
を
納
め
る
の
が
難
し
い

人
は
、「
学
生
納
付
特
例
」
や
「
納

付
猶
予
」
な
ど
保
険
料
の
支
払

い
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

と
併
せ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
玉
名
年
金
事
務
所

☎
74
・
１
６
３
８

年金手帳は大切に保管を
　20 歳になって国民年金に加入した
り、20 歳前に厚生年金などに加入したりし
たときは、一人に一つの基礎年金番号が記載
された年金手帳が交付されます。加入記録や
保険料の納付状況などがこの番号で管理され
ます。年金に関する手続きの際に必ず必要と
なりますので、大切に保管してください。

　会場敷地内の拡声器、酒類などの持ち込
みや飲酒は禁止します。スタッフの指示に
従わないときは、入場をお断りする場合が
あります。混雑が予想されますので、お車
の乗り合わせ・送迎などのご協力をお願い
します。違法改造車両での乗り入れも禁止
します。
●日時　1 月 12 日㈰　午後 2 時～午後 4 時

（受付：午後 1 時 30 分～）
●場所　文化センター
問生涯学習課社会教育係
　☎ 57-8125

令
和
2
年
度
償
却
資
産
の

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い

償
却
資
産
と
は
、
農
業
・
漁

業
を
し
て
い
る
人
、
個
人
で
営

業
し
て
い
る
人
、
駐
車
場
や
ア

パ
ー
ト
を
貸
し
付
け
て
い
る
人
、

太
陽
光
発
電
で
売
電
し
て
い
る

人
な
ど
が
、
事
業
の
た
め
に
用
い

る
構
築
物
・
機
械
・
器
具
・
備

品
な
ど
の
資
産
で
す
。
償
却
資

産
を
持
つ
人
は
、
償
却
資
産
の

申
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
申
告
に
必
要
な
書
類
は
昨

年
末
ま
で
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
過
去
3
年
連
続
し
て
「
該

当
資
産
無
し
」
と
申
告
が
あ
っ

た
人
に
は
、
申
告
書
の
送
付
を

省
略
し
て
い
ま
す
が
、
新
た
に

資
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合
は

申
告
が
必
要
で
す
。
必
要
書
類

が
届
か
な
い
と
き
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
エ
ル
タ
ッ
ク
ス

に
よ
る
電
子
申
告
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
申
告
が
必
要
な
人

令
和
2
年
1
月
1
日
現
在
、
事

業
用
の
償
却
資
産
を
持
っ
て
い

る
人
（
廃
業
な
ど
の
場
合
も
そ

の
こ
と
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
）

●
申
告
す
べ
き
資
産

令
和
2
年
1
月
1
日
現
在
、
市

内
に
あ
る
事
業
用
資
産
（
他
人

に
貸
し
て
い
る
も
の
も
含
む
）

●
申
告
方
法　

所
定
の
様
式
に
記
入
し
て
、
税

務
課
資
産
税
係
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
前
年
度
と
変
わ
ら
な

い
場
合
も
申
告
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
当
て
は
ま
る
資
産
が

無
い
場
合
も
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
未
申
告
や
申
告
漏
れ
が
判
明  

し
た
場
合
は
、
遡
及
課
税
や

延
滞
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

●
申
告
期
限　
1
月
31
日
㈮

※
申
告
期
限
間
近
は
大
変
混
雑

し
ま
す
。
1
月
17
日
㈮
頃
ま
で

の
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
資
産
税
係

☎
63
・
１
３
４
６

該当する人は
申告を忘れな
いようにね

い
。

　

平
成
28
年
分
以
前
の
申
告
で

医
療
費
控
除
を
受
け
る
と
き
は
、

医
療
費
な
ど
の
領
収
書
の
添
付

や
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

各
情
報
の
詳
細
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
か
、
最

寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

問
玉
名
税
務
署

☎
72
・
２
１
２
５

産
業
振
興
課
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
事
業
対
策
窓
口
に
持
参

※
申
請
書
を
紛
失
し
た
と
き
は

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
再
送

し
ま
す
。

●
申
請
締
切　
1
月
31
日
㈮

※
当
日
消
印
有
効
。

※
申
請
後
の
商
品
券
の
購
入
は

任
意
で
す
。　

【
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
取
り

扱
い
店
舗
を
募
集
し
て
い
ま
す
】

　

市
内
の
店
舗
で
、
商
品
券
の

取
り
扱
い
を
希
望
す
る
店
は
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
請
締
切　
1
月
31
日
㈮

問
産
業
振
興
課
商
工
・
企
業
誘

致
推
進
室
（
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
事
業
対
策
窓
口
）

☎
57
・
７
６
２
２

CHECK ！

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の

申
請
期
限
を
延
長
し
ま
す

商
品
券
の
購
入
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
購
入
を
希
望
す
る
人

は
、早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者　

住
民
税
が
非
課
税
の
人

●
申
請
方
法　
申
請
書
を
郵
送
か

熊
本
県
の
最
低
賃
金
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

●
熊
本
県
最
低
賃
金

７
９
０
円
（
時
間
額
）

●
効
力
発
生
日　

令
和
元
年
10
月
１
日

　
こ
の
最
低
賃
金
は
、
県
内
す
べ

て
の
事
業
所
・
労
働
者
に
適
用
さ

れ
ま
す
。

問
熊
本
労
働
局
労
働
基
準
部
賃

金
室

☎
０
９
６・
３
５
５・
３
２
０
２

来賓・関係
団体駐車場成人式参加者

駐車場

緑線　　　部分は
駐停車禁止

荒尾総合
文化センター

成人式に参加する人へのお願い

最
低
賃
金
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

無
料
相
談

　

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
伴

い
、
賃
金
の
引
上
げ
に
取
り
組

む
中
小
企
業
を
支
援
す
る
た
め
、

経
営
や
労
働
の
相
談
を
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
で
対
応
で
き
る
無
料
相

談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

専
門
家
の
事
業
場
へ
の
派
遣
も

行
い
ま
す
。

問
熊
本
働
き
方
改
革
推
進
支
援

セ
ン
タ
ー　

☎
０
１
２
０・
９
４
６・
８
３
４

野球場

県
内
へ
の
就
職
者
を
支
援

「
く
ま
活
サ
ポ
ー
ト
」

　

県
と
県
内
企
業
な
ど
が
協
力

し
、
県
内
に
就
職
す
る
若
者
の

奨
学
金
返
還
や
Ｕ
タ
ー
ン
費
用

な
ど
を
支
援
し
ま
す
。

　

現
在
、
令
和
2
・
3
年
度
に

就
職
す
る
人
の
登
録
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

※
支
援
を
受
け
る
に
は
、
就
職

内
定
前
に
制
度
へ
の
登
録
が

必
要
で
す
。

●
支
援
金
額
（
最
大
金
額
）

奨
学
金
返
還　
４
５
６
万
円

赴
任
費
用
な
ど　
50
万
円

問
熊
本
県
企
画
課

☎
０
９
６・
３
３
３・
２
０
１
８

【特設サイト】

ご
存
知
で
す
か
？

業
務
改
善
助
成
金

　

事
業
場
内
最
低
賃
金
を
３
０

円
以
上
引
上
げ
、
生
産
性
向
上

の
た
め
の
設
備
投
資
な
ど
を

行
っ
た
場
合
、
そ
の
設
備
投
資

な
ど
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

●
対
象
事
業
場

次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
事
業
場

・
地
域
別
最
低
賃
金
と
事
業
場
内

最
低
賃
金
の
差
額
が
30
円
以
内

・
事
業
場
規
模
が
30
人
以
下

●
助
成
率

①
事
業
場
内
の
最
低
賃
金
が

８
０
０
円
未
満　
５
分
の
4

②
事
業
場
内
の
最
低
賃
金
が

８
０
０
円
以
上　
4
分
の
3

※
助
成
額
に
は
上
限
が
あ
り
ま

す
。
要
件
に
よ
っ
て
は
助
成
率

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
熊
本
労
働
局
雇
用
環
境
・
均

等
室

☎
０
９
６・
３
５
2
・
３
８
６
５
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